
議案第１１０号 

さいたま市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成３０年６月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

さいたま市旅館業法施行条例（平成１５年さいたま市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （定義）  （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 水道水 水道法（昭和３２年法律第１７７号

）第３条第２項に規定する水道事業の用に供す

る水道、同条第６項に規定する専用水道若しく

は同条第７項に規定する簡易専用水道又は埼玉

県自家用水道条例（昭和３２年埼玉県条例第２

号）第２条に規定する自家用水道から供給され

る水をいう。

 ⑴ ［略］  ⑵ ［略］

 ⑵ ［略］  ⑶ ［略］

 ⑶ ［略］  ⑷ ［略］

 ⑷ ［略］  ⑸ ［略］

 ⑸ ［略］  ⑹ ［略］

 ⑹ ［略］  ⑺ ［略］

 ⑺ ［略］  ⑻ ［略］

 ⑻ ［略］  ⑼ ［略］

 ⑼ 飲料水 水道法（昭和３２年法律第１７７号

）第３条第９項に規定する給水装置により供給

される水その他飲用に適する水をいう。

 （衛生等の措置の基準）  （衛生等の措置の基準）



第５条 法第４条第２項の規定により定める換気の

措置の基準は、次に掲げるとおりとする。

第５条 法第４条第２項の規定により定める換気の

措置の基準は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 換気のために設けられた窓等は、適宜開放す

ること。

⑴ 法第４条第２項の規定により定める換気のた

めに設けられた窓等は、適宜開放すること。

⑵ ［略］ ⑵ ［略］

２ 法第４条第２項の規定により定める採光及び照

明の措置の基準は、施設内のそれぞれの場所で宿

泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満た

すものとすること。

２ 法第４条第２項の規定により定める採光及び照

明の措置の基準は、次の各号に掲げる施設の床面

（畳等にあっては、その面）における照度が当該

各号に定めるとおりとする。

⑴ 客室、広間、ロビー、食堂及びフロント又は

玄関帳場その他これらに類する設備を有する場

所 ３０ルクス以上

⑵ 浴室及び洗面所 ２０ルクス以上

⑶ 廊下、便所、階段及び避難階段 １０ルクス

以上（深夜においては、３ルクス以上）

３ ［略］ ３ ［略］

４ 法第４条第２項の規定により定める清潔を保持

するための措置の基準は、次に掲げるとおりとす

る。

４ 法第４条第２項の規定により定める清潔を保持

するための措置の基準は、次に掲げるとおりとす

る。

 ⑴ 客室  ⑴ 客室

  ア 客室は、定期的に清掃し、常に清潔にして

おくこと。

  ア 客室は、毎日１回以上清掃し、常に清潔に

しておくこと。

  イ・ウ ［略］ イ・ウ ［略］

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］

 ⑶ 入浴設備  ⑶ 入浴設備

  ア ［略］   ア ［略］

  イ 原湯、原水、上り用湯及び上り用水並びに

浴槽水として使用する水の水質は、規則で定

める基準に適合するように管理すること。

  イ 水道水以外の水を使用した原湯、原水、上

り用湯及び上り用水並びに浴槽水の水質は、

規則で定める基準に適合するように管理する

こと。

  ウ～ス ［略］   ウ～ス ［略］

 ⑷ 洗面所  ⑷ 洗面所

  ア ［略］   ア ［略］

  イ 洗面に供する水は、飲料水であること。   イ 洗面に供する水は、飲用に適する水である

こと。

 ⑸・⑹ ［略］  ⑸・⑹ ［略］

５ 法第４条第２項の規定により定めるその他宿泊

者の衛生に必要な措置のうち客室の定員は、旅館

・ホテル営業及び下宿営業にあっては３．５平方

メートルにつき１人、簡易宿所営業にあっては１

．５平方メートルにつき１人を基準とする。

５ 法第４条第２項の規定により定めるその他宿泊

者の衛生に必要な措置のうち客室の定員は、ホテ

ル営業、旅館営業及び下宿営業にあっては３．５

平方メートルにつき１人、簡易宿所営業にあって

は１．５平方メートルにつき１人を基準とする。

 （構造設備の基準）  （構造設備の基準）

第８条 第８条 旅館業法施行令（昭和３２年政令第１５２

号。以下「令」という。）第１条第１項第１１号

の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準

は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 施設の外壁、屋根、広告物等の形態及び色調



 は、善良な風俗を害することがないよう周辺の

 環境と調和するものであること。

 ⑵ 和式の構造設備による客室は、次の要件を満

たすものであること。

ア 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊

下等との境は、壁造りであること。

イ 寝具を収納するのに十分な広さの押し入れ

があること。ただし、他の場所に寝具を収納

するための部屋等が別にある場合は、この限

りでない。

 ⑶ 動力により振動し、又は回転する寝台、横臥
が

  している人の姿態を映すための鏡（以下「特定

  用途鏡」という。）で面積が１平方メートル以

  上のもの又は２以上の特定用途鏡でそれらの面

  積の合計が１平方メートル以上のもの（天井、

  壁、仕切り、ついたてその他これらに類するも

  の又は寝台に取り付けてあるものに限る。）そ

  の他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に

  応ずるための設備がないこと。

 ⑷ フロント又は玄関帳場その他これらに類する

設備は、次の要件を満たすものであること。

ア 宿泊者の出入りを容易に見通すことができ

る場所に設けられていること。

イ 自動車等を利用する宿泊者が降車しないで

宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し、客室

のかぎの授受その他の宿泊に関する手続（以

下「宿泊手続」という。）を行うことができ

る場所に設けられていないこと。

  ウ 幅０．３メートル以上かつ長さ１．５メー

トル以上の受付台が宿泊者との面接に適する

高さに設けられていること。

エ 受付台の上方にはめ込まれ、かつ、開閉で

きない窓が設けられていない等宿泊者と直接

面接することを妨げることができる構造又は

設備を有しないこと。

オ 本来の機能を失わせる附帯設備が設けられ

ていないこと。

⑸ 料金等の受渡しを行うための気送管路を用い

た装置（以下「エアシュート」という。）、中

央管理方式の自動施錠装置、小窓その他の宿泊

者が営業者又はその従業員と直接面接しないで

宿泊手続ができる構造又は設備が設けられてい

ないこと。

 ⑹ 入浴設備は、次の要件を満たすものであるこ

と。

  ア 共同用の浴室及びシャワー室は、男子用及

   び女子用の区分があること。

  イ 水道水以外の水を使用した原湯、原水、上

り用湯及び上り用水の水質は、規則で定める



基準に適合していること。

ウ 飲用に適さない原湯又は原水を浴槽水面上

部から浴槽に落とし込むときは、その流出口

付近に当該原湯又は原水は飲用に適さないも

のである旨の表示をすること。

エ 循環ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場

合は、次の要件を満たす構造設備であること。

（ア） 循環ろ過器の１時間当たりの処理能力は、

当該循環ろ過器から湯水の供給を受けるす

べての浴槽の容量の数値を加えて得た数値

以上の量であること。

（イ） 循環ろ過器のろ材は、逆洗浄が行えるも

のであること。ただし、これにより難い場

合には、ろ材の交換が適切に行える構造で

あること。

（ウ） 循環ろ過器に毛髪等が混入しないように

浴槽水が循環ろ過器に流入する前の位置に

集毛器を設けること。

（エ） 循環する湯水を浴槽に供給する部分が浴

槽の底部に設けられている等の入浴者の浴

槽水の誤飲、飛沫
まつ

の吸飲等を防止するため

の措置が講じられた構造であること。

（オ） 浴槽水の消毒に薬剤を用いる場合は、そ

の薬剤の注入口又は投入口は、当該浴槽水

が循環ろ過器に流入する直前の位置に設け

ること。

オ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等

  微小な水粒を発生させる設備を設置する場合

  は、当該気泡発生装置等の空気取入口から土

 ぼこりが入らないような構造であること。

 カ 屋外に浴槽を設ける場合は、屋外の浴槽水

が屋内の浴槽水に流入する構造でないこと。

⑺ 適当な数の便所を有すること。 

⑻ 便所には、流水式手洗い設備があり、当該設

備には、消毒液等を入れる専用の容器等がある

こと。

⑼ 性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものを

提供する自動販売機その他の設備がないこと。

ア 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真

又はその複製物

イ アに掲げる写真又はその複製物を主たる内

容とする写真集

ウ 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容

とするフィルム又はビデオテープ、ビデオデ

ィスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知

覚によっては認識することができない方法を

いう。以下同じ。）による記録に係る記録媒

体



エ 性具その他の性的な行為の用に供する物品、

性器を模した物品、性的な行為を表す写真そ

の他の物品又はこれらに類する物品

 旅館業法施行令（昭和３２年政令第１５２号。

以下「令」という。）第１条第１項第８号の規定

による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準

は、次に掲げるとおりとする。

２ 令第１条第２項第１０号の規定による旅館営業

の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりと

する。

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］

⑵ 和式の構造設備による客室は、次の要件を満

たすものであること。

ア 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊

下等との境は、壁造りその他これに類するも

のであること。

イ 寝具を収納するのに十分な広さの押し入れ

があること。ただし、他の場所に寝具を収納

するための部屋等が別にある場合は、この限

りでない。

 ⑵ 動力により振動し、又は回転する寝台、横臥
が

  している人の姿態を映すための鏡（以下「特定

  用途鏡」という。）で面積が１平方メートル以

  上のもの又は２以上の特定用途鏡でそれらの面

  積の合計が１平方メートル以上のもの（天井、

  壁、仕切り、ついたてその他これらに類するも

  の又は寝台に取り付けてあるものに限る。）そ

  の他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に

  応ずるための設備がないこと。

 ⑶ 動力により振動し、又は回転する寝台、特定

  用途鏡で面積が１平方メートル以上のもの又は

  ２以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が１

  平方メートル以上のもの（天井、壁、仕切り、

  ついたてその他これらに類するもの又は寝台に

  取り付けてあるものに限る。）その他専ら異性

  を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるための

  設備がないこと。

⑶ フロント又は玄関帳場を設置する場合は、次

の要件を満たすものであること。

⑷ フロント又は玄関帳場その他これらに類する

設備は、次の要件を満たすものであること。

  ア ［略］ ア ［略］

  イ 自動車等を利用する宿泊者が降車しないで

   宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し、客室

   の鍵の授受その他の宿泊に関する手続（以下

   「宿泊手続」という。）を行うことができる

   場所に設けられていないこと。

イ 自動車等を利用する宿泊者が降車しないで

宿泊手続を行うことができる場所に設けられ

ていないこと。

ウ 事務をとるのに適した広さを有すること。 ウ 幅０．３メートル以上かつ長さ１．５メー

トル以上の受付台が宿泊者との面接に適する

高さに設けられていること。

  エ・オ ［略］   エ・オ ［略］

⑸ エアシュート、中央管理方式の自動施錠装置、

小窓その他の宿泊者が営業者又はその従業員と

直接面接しないで宿泊手続ができる構造又は設

備が設けられていないこと。

⑷ 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たす

ものであること。

⑹ 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たす

ものであること。

ア 原湯、原水、上り用湯及び上り用水として

使用する水の水質は、規則で定める基準に適

合していること。

ア 水道水以外の水を使用した原湯、原水、上

り用湯及び上り用水の水質は、規則で定める

基準に適合していること。

  イ ［略］ イ ［略］

  ウ 循環ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場   ウ 循環ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場



合は、次の要件を満たす構造設備であること。 合は、次の要件を満たす構造設備であること。

（ア）～（ウ） ［略］ （ア）～（ウ） ［略］

（エ） 循環する湯水を浴槽に供給する部分が浴

    槽の底部に設けられている等の入浴者の浴

    槽水の誤飲、飛沫
まつ

の吸飲等を防止するため

    の措置が講じられた構造であること。

（エ） 循環する湯水を浴槽に供給する部分が浴

    槽の底部に設けられている等の入浴者の浴

    槽水の誤飲、飛沫の吸飲等を防止するため

    の措置が講じられた構造であること。

（オ） ［略］ （オ） ［略］

  エ・オ ［略］   エ・オ ［略］

 ⑸ ［略］ ⑺ ［略］

⑹ 性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものを

提供する自動販売機その他の設備がないこと。

⑻ 性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものを

提供する自動販売機その他の設備がないこと。

ア・イ ［略］ ア・イ ［略］

ウ 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容

とするフィルム又はビデオテープ、ビデオデ

ィスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知

覚によっては認識することができない方法を

いう。以下同じ。）による記録に係る記録媒

体

ウ 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容

とするフィルム又はビデオテープ、ビデオデ

ィスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方

法による記録に係る記録媒体

  エ ［略］  エ ［略］ 

２ 令第１条第２項第７号の規定による簡易宿所営

業の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおり

とする。

３ 令第１条第３項第７号の規定による簡易宿所営

業の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおり

とする。

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］

 ⑵ 階層式寝台は、２層までであること。

⑶ 階層式寝台を有する１客室の床面積は、３．

３平方メートル以上であること。

⑷ 階層式寝台を有しない１客室の床面積は、７

平方メートル以上であること。

⑵ ［略］ ⑸ ［略］

⑶ フロント又は玄関帳場を設置する場合は、次

の要件を満たすものであること。

⑹ フロント又は玄関帳場その他これらに類する

設備は、次の要件を満たすものであること。

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

  ウ 事務をとるのに適した広さを有しているこ

と。

  ウ 幅０．３メートル以上かつ長さ１．５メー

トル以上の受付台が宿泊者との面接に適する

高さに設けられていること。

  エ・オ ［略］   エ・オ ［略］

⑺ エアシュート、中央管理方式の自動施錠装置、

小窓その他の宿泊者が営業者又はその従業員と

直接面接しないで宿泊手続ができる構造又は設

備が設けられていないこと。

 ⑷ 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たす

ものであること。

 ⑻ 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たす

ものであること。

ア 原湯、原水、上り用湯及び上り用水として

使用する水の水質は、規則で定める基準に適

合していること。

  ア 水道水以外の水を使用した原湯、原水、上

り用湯及び上り用水の水質は、規則で定める

基準に適合していること。

  イ～オ ［略］   イ～オ ［略］

 ⑸ ［略］  ⑼ ［略］



 ⑹ ［略］  ⑽ ［略］

３ 令第１条第３項第５号の規定による下宿営業の

施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとす

る。

４ 令第１条第４項第５号の規定による下宿営業の

施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとす

る。

⑴ １客室の床面積は、７平方メートル以上であ

ること。

⑵ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下

等との境は、壁造りその他これに類するもので

あること。

⑴ 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たす

ものであること。

⑶ 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たす

ものであること。

ア 原湯、原水、上り用湯及び上り用水として

使用する水の水質は、規則で定める基準に適

合していること。

  ア 水道水以外の水を使用した原湯、原水、上

り用湯及び上り用水の水質は、規則で定める

基準に適合していること。

  イ～オ ［略］   イ～オ ［略］

 ⑵ ［略］  ⑷ ［略］

 （適用除外）  （適用除外）

第９条 前条第１項第２号及び第６号並びに同条第

２項第２号及び第６号の規定は、次に掲げる施設

については、適用しない。

第９条 前条第１項第３号及び第９号、同条第２項

第３号及び第８号並びに同条第３項第５号及び第

１０号の規定は、次に掲げる施設については、適

用しない。

 ⑴ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

８条第１項第１号の規定により商業地域として

定められている地域（次に掲げる施設の敷地（

これらの用に供するものと決定した土地を含む。

）の周囲２００メートルの区域を除く。）内に

存する旅館業の施設

 ⑴ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

８条第１項第１号の規定により商業地域として

定められている地域（次に掲げる施設の敷地（

これらの用に供するものと決定した土地を含む。

）の周囲２００メートルの区域を除く。）内に

存する旅館業の施設

 ア ［略］ ア ［略］

 イ 図書館法第２条第１項に規定する図書館 イ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第

２条第１項に規定する図書館

ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１

条の５第１項に規定する病院及び同条第２項

に規定する診療所（患者を入院させるための

施設を有するものに限る。）

ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１

条の５第１項に規定する病院及び同条第２項

に規定する診療所（患者の収容施設を有する

ものに限る。）

エ・オ ［略］ エ・オ ［略］

⑵ ［略］ ⑵ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年６月１５日から施行する。


